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○扶桑町公共工事の前金払取扱要綱 

平成５年３月２５日要綱第１７号 

改正 

平成１５年４月１４日訓令第２６号 

平成１８年６月７日訓令第３７号 

平成２１年３月３１日要綱第１７号 

平成２２年３月３０日要綱第１６号 

平成２３年３月２８日要綱第２２号 

平成２４年１２月２１日要綱第２９号 

平成２５年３月２９日要綱第３号 

平成２６年３月２８日要綱第７号 

平成２８年３月３１日要綱第１２号 

平成２９年３月３０日要綱第１１号 

平成３０年１２月２１日要綱第３８号 

令和３年８月２０日要綱第１３９号 

令和４年３月２９日要綱第２４号 

令和６年３月２９日要綱第１８号 

扶桑町公共工事の前金払取扱要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、扶桑町が発注する公共工事に係る工事請負業者の調達資金の安定化を図

り、公共工事の円滑かつ適正な施工を確保するため、地方自治法施行令（昭和２２年政令第

１６号）附則第７条並びに扶桑町契約規則（昭和５９年扶桑町規則第１７号）第５４条及び

扶桑町下水道事業の財務に関する特例を定める規則（平成３０年扶桑町規則第２７号）第３

２条第３号の規定により前金払に関する取扱について定めるものとする。 

（対象工事及び制限） 

第２条 前金払の対象とすることができる工事は、公共工事の前払金保証事業に関する法律

（昭和２７年法律第１８４号。以下「法」という。）第２条第１項で規定する公共工事（土

木建築に関する設計、調査、測量及び監理を含む。）のうち、１件の契約金額が３００万円

を超え、かつ工期が６０日を超えるものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、予算執行上の都合その他やむを得ない理由があると認めるとき

又は前金払の必要がないと認めるときは、前払金の全部又は一部を支払わないことができる。 

（前金払の額） 

第３条 前金払の額は、契約金額に１００分の４０を乗じて得た額（土木建築に関する工事の

設計、調査、測量及び監理については契約金額に１００分の３０を乗じて得た額）以内とす

る。ただし、１万円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。 

（２年度以上にわたる契約における前金払） 

第４条 継続費に係る２年度以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度の

年割額に応じた出来高予定額に対してすることができる。 

２ 繰越明許費（事故繰越も含む。）に係る翌年度にわたる契約における前金払は、契約締結

の当初における契約金額の総額に対してすることができる。 

３ 債務負担行為に係る２年度以上にわたる契約における前金払は、当該契約に基づく各年度

ごとの債務負担行為の出来高予定額に対してすることができる。 
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（対象及び割合の明示） 

第５条 前金払の対象となる工事及び前金払の割合については、入札条件（見積条件も含む）

として、あらかじめ入札参加者に対し、これを明示するものとする。 

（支払） 

第６条 前金払は、法第５条第１項の規定に基づき登録を受けた保証事業会社と法第２条第５

項に規定する前払金の保証について保証契約を締結した保証証書を寄託させ、請求書を受理

した日から３０日以内に支払うものとする。 

２ 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法

その他の情報通信の技術を利用する方法であって、当該保証契約の相手方たる保証事業会社

が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保

証証書を寄託したものとみなす。 

（契約金額の変更に伴う増減） 

第７条 工事内容の変更、その他の理由により契約金額（継続費及び債務負担行為に係る場合

については、当該年度の出来高予定額。以下同じ。）を増額した場合は、増額後の契約金額

を基に第３条により求める額から、支払済の前金払の額を差し引いた後の額以内の額を前金

払することができる。 

２ 工事内容の変更、その他の理由により契約金額を減額した場合は、受領済の前払金額が減

額後の契約金額の１００分の５０（中間前払金の支払を受けているときは１００分の６０）

を超えるときは、その超過額を返還しなければならない。 

３ 前２項において、契約残工期が３０日未満のときは、前金払の額の増減は行わないものと

する。 

４ 第１項において、第２条第２項の規定を準用する。 

（返還） 

第８条 前条第２項の規定のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、前払金の全部又は

一部を返還しなければならない。 

(1) 前払金を当該公共工事以外の目的に使用したとき。 

(2) 法第５条に規定する保証事業会社との間の保証契約が解約されたとき。 

(3) 当該工事の契約が解除されたとき。 

２ 前項の場合において、前金払を受けた日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき前金

払の額に契約日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律（昭和２４年法律第２５６

号）第８条第１項の規定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た利息（１００円未満切

捨て）を付するものとする。 

 

附 則 

１ この要綱は、平成５年４月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に締結した契約については、適用しない。 

 

附 則（平成１５年４月１４日訓令第２６号） 

この要綱は、公布の日から施行し、平成１５年４月１日から適用する。 

附 則（平成１８年６月７日訓令第３７号） 

この要綱は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２１年３月３１日要綱第１７号） 
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この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月３０日要綱第１６号） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則（平成２３年３月２８日要綱第２２号） 

この要綱は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年１２月２１日要綱第２９号） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２５年３月２９日要綱第３号） 

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則（平成２６年３月２８日要綱第７号） 

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則（平成２８年３月３１日要綱第１２号） 

この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年３月３０日要綱第１１号） 

この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年１２月２１日要綱第３８号） 

この要綱は、平成３１年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年８月２０日要綱第１３９号） 

この要綱は、公布の日から施行し、令和３年４月１日から適用する。 

附 則（令和４年３月２９日要綱第２４号） 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２９日要綱第１８号） 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

 


